○○集落協定　規約
（名称）
第１条　この集落協定は、○○集落協定（以下「協定」という。）という。
（事務所）

第２条　協定は、主たる事務所を○○町○○地区に置く。

（目的）
第３条　協定は、第４条の構成員の話し合いによる合意のもと、中山間地域等直接支払交付金を活用した農業生産活動等や多面的機能の維持・発揮を通じて、○○地区にある農用地、水路、農道等の地域資源の保全を図るとともに、豊かな農村文化の継承を目的とする｡
（構成員）
第４条　協定の構成員は協定書記載のとおりとする。
（役員の定数及び選任）
第５条　協定に、代表者○名、副代表者○名、書記担当○名、会計担当○名、農業機械担当○名、土地改良施設担当○名、法面担当○名、監査担当○名を置く。
２　役員は総会において構成員の中から選任する。
３　代表者は、この協定を代表し、業務を統括する。

４　 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
５　書記担当は、協定の活動の事務等を行う。

６　 会計担当は、協定活動に関する会計を行う。

７　 農業機械担当、土地改良施設担当、法面担当は、それぞれの職務を遂行する。
８　監査担当は、協定活動に関する会計の監査を行う。
（役員の任期）
第６条　役員の任期は、５年とする｡
２　補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする｡

（会議）

第７条　この協定の会議は、総会と役員会とし代表者がこれを招集し、その議長となる。
（総会の権能）
第８条　総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

（１）集落協定書に定める活動計画の設定又は変更及び実施に関すること。　

（２）収支決算に関すること。

（３）規約の制定及び改廃に関すること。

（４）その他協定の運営に関する重要な事項。
（総会の議決方法等）

第９条　通常総会は、毎年度１回以上開催する｡なお、代表者が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる｡
２　総会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない｡ただし、出席は委任状をもって代えることができる。 
３　総会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
４　議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。
５　総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面（議事録）を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布するものとする。

（書類及び帳簿の備付け）

第１０条　協定は、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
（１）○○集落協定書及び本規約
（２）収入及び支出に関する証拠書類（領収書、金融機関の振込書等）

（３）帳簿及び財産管理台帳、機械等利用管理規定、利用簿

（４）その他代表が必要と認めた書類
（書類の保存）

第１１条　協定は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から５年間保存することとする。

（事業及び会計年度）

第１２条　協定の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる｡
（活動計画の作成）

第１３条　活動計画は、総会の議決を得てこれを定める。
 （物品の管理） 

第１４条　協定が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。５０万円以上の機械・備品等を購入した場合、管理台帳等を整備する。

  （細則）

第１５条　その他この規約に定めるもののほか、協定の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。

　　附　則
１　この規約は、令和７年○○月○○日から施行する。
○○集落協定規約運営細則

第1条　○○集落協定規約第１５条に基づき、○○集落協定の運営についての細則を次のように定める。

第2条　役員報酬については、集落協定書に記載のとおりとする。
第３条　会議、研修会等に出席した場合の日当及び交通費については、次のとおりとする。

	項目
	日　当
	交通費

	市内
	１時間当たり　　〇〇〇〇円
	支給なし

	市外
	１時間当たり　　〇〇〇〇円
	自家用車使用の場合

１㎞当たり　　〇〇円

公共交通機関利用の場合

実費


２　事務処理、交渉等の手当については、１時間当たり〇〇〇円とする。

第４条　共同取組活動（草刈り、泥上げ、簡易補修等）の日当は次のとおりとする。

　
	項目
	日　当
	備　考

	草刈り、泥上げ、簡易補修等
	１時間当たり　〇〇〇〇円
	


第５条　この細則に定めのないものについては、代表者が役員会に諮って定めるものとする。

第６条　この細則の改廃については、総会において決定する。

附則　この細則は、令和７年○○月○○日から施行する。

